
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  従業員を被保険者とする養老保険の保険料          

Ｑ：従業員の福利厚生を目的として、被保

険者を従業員、死亡保険金受取人を従業員の

親族、満期保険金の受取人を事業主とする養

老保険に加入しようかと考えています。保険

料はどのように取り扱われますでしょうか？                         

                                              

Ａ：福利厚生と認められなければ必要経費

になりません。 

【解説】 

お尋ねの養老保険は、いわゆるタックスハ

ーフといわれるもので、法人税では、死亡保

険金の受取人が被保険者の遺族で、生存保険

金の受取人が法人である場合には、その支払

った保険料の額のうち、その２分の１に相当

する金額は資産に計上し、残額は期間の経過

に応じて損金の額に算入する、ただし、役員

又は部課長その他特定の使用人のみを被保険

者としている場合には、その残額は、その役

員又は使用人に対する給与とする、としてい

ます。 

ただし、この取扱いは、法人税においての

取扱いで、所得税にはおいては、こうした規

定がありません。 

したがって、所得税においても法人税の取

扱いに準じて、同様に取り扱われるようにも

考えられますが、保険金の満期保険金が事業

主であり、それが福利厚生のために費消され

ることが保障されていないとして必要経費と

して認められないとした判決もありますので、

慎重に検討する必要があると思われます。 
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